
 

 

 

 

 

トマト銀行 

 

 いつも「トマト・でんさいネットサービス」をご利用いただきありがとうございます。 

当社では、２０２３年１月１０日（火）より、お客さまの利便性向上のため、以下の通り 

機能追加・変更をおこないますのでお知らせいたします。 

 

１．変更日 

  ２０２３年１月１０日（火） 

 

２．内容 

（１）債務者請求方式における記録請求の制限期間（発生記録および譲渡記録の単独取消

期間）の短縮 

    債務者請求方式における記録請求の制限期間を支払期日の７銀行営業日前から最

短で３銀行営業日前までに短縮します。これにより、支払期日の３銀行営業日前の

日まで発生記録請求と譲渡記録請求が可能となります。 

（２）債権金額下限の引下げ 

 でんさいを発生させる際の債権金額の下限を、１万円以上から１円以上に引き下げ

ます。これにより、１円から発生記録請求と譲渡記録請求が可能となります。 

（３）でんさい割引 

  ①１枚の「でんさい」に対して割引申込、譲渡等を同時に申込できるようになります。 

   注意点：１枚の「でんさい」に対して割引申込、譲渡等を同時に申込される場合は、

割引申込からの操作をお願いします。 

  ②でんさい割引申込を中止する場合のお取扱いが変更になります。 

 お客さまの操作 申込を中止する場合の手数料 

変更前 特にございませんでした。 発生しませんでした 

変更後 
ＨＰ記載の「でんさい割引中止依頼書」

を取扱店窓口までご提出ください 

割引申込を中止しても「でんさい」１枚

ごとに３３０円（税込）が発生します 

 

以上 

 

 

トマト・でんさいネットサービス機能追加・変更

のお知らせ 


